
－ １ －

府議会庁舎整備検討委員会の指摘を踏まえた調査・検討の結果

○専門家の意見を聴取しながら、本館の歴史的・文化的価値の検証を行った。

◇本館の建設経緯

・ 大正１１年１０月、懸賞設計競技により、当選案を選定（平林金吾・岡本薫案）。

＊本競技設計の成果について、審査委員会を代表して、工学博士片岡安氏は、そのデザインに

ついて、「セセッション派（分離派）に属するものであり、明快なる構成と機能を備えるとともに、

庁舎としての格調を有したもの」と評価した。

・ 庁舎建設工事は、大正１２年５月に起工。同年９月１日に発生した 関東大震災の教訓を

踏まえ、耐震性、耐火性確保の観点から最先端の耐震設計に見直され、大正１５年１０月

３１日竣工。

・ 西館は、東館の別館として建設されたことから、外観仕上げも全面が人造石洗出しとなっ

ており、附属棟的な仕上げとなっている。

◇建物の主な改変

・ Ｓ３０年度：西館屋上３階増築工事

・ Ｓ３４年度：西館屋上４・５階増築工事

・ Ｓ３７年度：府議会議場改装工事

（１） 建物の劣化度

○ (財)日本建築総合試験所調査

・ 東館：構造耐力を損なう恐れのある鉄筋の腐食は生じておらず、劣化が進行しないよう適

切に維持保全を行えば、５０年以上の使用は可能である。

・ 西館：東館よりも鉄筋の腐食が進んでいるが、構造耐力を損なう恐れのある鉄筋の腐食は

生じていない。

（２） 歴史的・文化的価値の検証

大阪芸術大学教授 山形 政昭 （建築史）

京都工芸繊維大学教授 石田 潤一郎 （建築史[庁舎建築]）

京都大学名誉教授 金多 潔 （建築構造）

京都大学名誉教授 川崎 清 （建築設計）

大阪大学大学院教授 鳴海 邦碩 （環境計画・景観）

京都市立芸術大学助教授 藤本 英子 （デザイン・景観）

○建設経緯・建物としての特徴

資 料



ー ２ －

◇歴史的・文化的観点

・ 本館は近代大阪の隆盛期を象徴する公的建築の一つ。近代における我国庁舎建築の中

で、壮大さ及び鉄筋コンクリート構造を積極的に導入したものとして歴史的価値が高い。

・ 本館の文化的価値は、庁舎のあり方として建築表現上類例を見ない個性を持っていること。

先取的デザインと指摘される勾配屋根を排した水平の陸屋根、石材とともに白色擬石タイ

ルを広く用いた明るい外観意匠は、大阪の自由な気質を映じた特筆すべき表現。

・ 正面玄関車寄せの力強い構成と、紫雲石による装飾意匠は貴重。３層吹抜けホールの

規模の大きさ、質の高さは近代の庁舎の中で最も際立つもの。議場、正庁などクラシカル

なデザインによる格式ある室内意匠を備えるなど、その価値は高い。

◇まちづくり・景観上の観点

・ 大阪府庁は、地域の中で最も風格のある建物で、中心的な存在となっており、大阪城と相

対して何物にも代え難い風景となっている。

・ 上町筋は大阪城の景観を楽しむ上で最重要なアクセスポイントとなっているため、周辺景

観も大阪城景観と呼応して魅力ある景観を形成する必要がある。また、当地区は、大阪市

の中心部において戦災を免れた数少ない地区の一つで、歴史の連続性を想起させる地区

であることが望まれる。

以上の観点に立つと、大阪府庁舎本館の外観は、この地区の都市景観形成上、極めて

重要である。

○ まとめ

◇本館は、周辺地域の景観と調和し、歴史性を感じさせる景観形成に重要な役割を果たす。

◇景観と調和した東館の外観の価値が高い。

◇内部は、正面玄関、玄関吹抜けホール、正庁、議場などの装飾・レリーフ等が貴重。

○専門家の意見（抜粋）

◇府県庁舎における位置付け

・ 我国最初の鉄筋コンクリート造建築の庁舎は大正１２年に竣工した福井県庁舎であり、大正

１２年に起工した府庁舎は、鉄筋コンクリート造建築による庁舎時代を決定づけていくもの。

・ 明治末期から昭和初期に建設された府県庁舎建築の中では最大規模のもの。

◇竣工時の面影を残し、建築的価値が高いと思われる箇所

・ 外 観 ⇒ 陸屋根・石材及び白色の擬石タイルを用いた意匠

・ 正面玄関 ⇒ 高松産の紫雲石を用いた装飾レリーフ

・ 玄関吹抜けホール ⇒大規模な３層吹抜けホールに１２本の長大な柱が林立し、仕上

材にイタリア産大理石を使用。

・ 議長室 ⇒ 木造作（腰羽目板）、出入り口造作扉、天井装飾

・ 知事室 ⇒ 同 上

・ 正 庁 ⇒ 壮麗な室内装飾。ステンドグラスを使用した自然採光天井及び東側窓

・ 議 場 ⇒ 木造作、列柱頭飾りなど室内装飾や意匠は格式あるクラシカルなデザイン



（３） 民間による本館活用の可能性

○価値の高い東館の民間事業者による活用可能性・アイ

ディアについて民間企業ヒアリング（ディベロッパー、ゼネ

コン、金融機関等２５社回答）を行った。

ー ３ －

東館

西館

◇民間活用が困難とする意見（１８社）

・ 耐震改修、大規模修繕、設備機能更新等に伴うリスク負担が過大。

・ 耐震改修、インフラ整備等は府が行うべき。

・ 間仕切り改変等の自由度がなく、最近のビル仕様に及ばない。

・ 24,000㎡では規模が大きく、古い建物のため、維持管理に通常より費用がかかること

が想定され、収益を上げることが望めない。

◇民間活用の場合の用途（１６社）

・ 大阪城を目前に望める立地の良さから、歴史的建築物を活用した高級ホテルの利用

可能性の意見が多く、ブライダル・宴会場などと組み合わせた事業展開も期待。

⇒事例も多い：小樽ホテル（旧北海道拓銀小樽支店）、マンダリンオリエンタル（日本

橋三井本店）、フォーシーズンズ（椿山荘東京）など

・ 需要からの想定というよりは、望ましい活用用途として、文化芸術施設、ホール、ギャ

ラリー、大学サテライト、専門学校などがある。

・ 需要の有無でなく、イメージアップ的効果がある。

・ 住宅・ホテル等については、東館のエントランスホール部などを「玄関口」や「共用部」

に活用することが考えられる。

・ 事務所については、ＳＯＨＯ、ベンチャー、デザインや知的創造関連など、コンセプトを

持ったオフィスの企画が考えられる。

・ 商業については、ホテルや住宅などに付属する小規模なレストラン・カフェなどが想定

される。

◇民間活用の場合の条件（４社）

・ 内部造作を民間が自由に図れること。

・ 外壁、エントランスの一部を残し、ホテル・住宅等に用途変更、増築を行なえること。

・ 保存範囲（例：部分保存、壁面保存）の特定を行うこと。

・ 東京都のような容積ボーナスなど都市計画的な誘導手法（民間事業者へのインセン

ティブ）を検討すること。

◇公共が活用すべきとする意見（１２社）

・ 本館は、大阪城に面する一番良い場所にあり、この位置での高層化は、眺望・景観形

成の面で不安を残し、街区全体の開発利益・価値が損なわれるため、現状のまま公

共利用が望ましい。

・ 歴史的文化的建造物を収益目的で民間事業者が取得するのは好ましくない。



○ まとめ

具体的な活用の形態

◇本館全部を残す場合は、府が所有・活用することが必要。

・府が庁舎又はその他の公的施設として利用する。

◇東館一部（玄関吹抜けホール等のみ）の保存であれば、民間による所有・活用の可能性あり。

・保存部分は、ホテル、マンション、学校等の「ゲストハウス」「玄関口」「共用部」等として

民間が活用する。

・残りの部分は、民間が撤去の上、自由に活用し民間ビルとして再生する。

ー ４ －
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（４） 民間による土地利用の可能性

○民間による北地区の土地活用について、民間企業

ヒアリング（ディベロッパー、ゼネコン、金融機関等

２２社回答）等を行った。

◇土地利用の傾向

・ 本館建物の保存・活用を前提としない北地区全体の利用では、分譲住宅にホテルや

オフィス等を組み合わせた複合利用の意見が多い（１２社）が、分譲住宅のみの提案も

あった（４社）。

・ 本館の敷地を除いた土地の利用では、分譲住宅のみの提案が多く（１０社）、次いで分

譲住宅を含む複合利用があった（７社）。

◇用途毎の需要動向

◇大手前地区でのオフィス需要は、梅田、御堂筋への２極化、梅田北ヤードのまち開

き（2011年）等によるオフィス床の大量供給が計画されている等、非常に厳しい

（１４社）

◇在阪企業、公益的企業の本社が立地すれば可能（６社）

◇延床面積約２万㎡～約５万㎡

◇分譲単価は、800～1,800千円／㎡

オフィス

◇大阪城の眺望や官庁街エリアとしてのブランド性を活かし、グレードの高いホテルの

可能性がある（１２社）

◇延床面積約２万㎡～約５万㎡ （200室～300室程度）

◇分譲単価は、600～2,700千円／㎡

ホテル

商業

その他

集合住宅

◇住宅やホテルの付帯的施設としての位置づけで、規模は限定的で数千㎡程度。府

庁及び周辺施設への来客や大阪城への観光客をターゲットとした需要を含めても大

きな規模は見込み難く、土地負担力も小さい（１２社）

◇ホテルや住宅の低層階に、商業・展示等集客施設等の配置（３社）

◇その他として、地区特性（行政・文教）を踏まえ、学校・専門学校、研修施設等

（２社）

◇大阪城に面した立地条件等、都心の数少ない大規模敷地として、安定的な需要が

見込め 、高級マンションの可能性がある（２２社）

◇集合住宅のみの利用で1,500戸から3,000戸、ホテル、オフィス等との複合利用で、

概ね500戸～1,000戸

◇今後の地価動向から、早期事業化が望ましい

◇分譲単価は、600～2,700千円／㎡

○ まとめ

住宅を中心とした、複合的な用途のまちづくりの実現可能性が高い。

北地区

南地区 南 7.17ha

北（東） 2.3ha （法定容積率約700％、最大可能床面積約16万㎡）

北（西） 0.28ha（ 〃 約800％、 〃 約 2万㎡）

（東）

（西）

新庁舎エリア



ー ６ －

◇ 設計から施工、維持管理までの一括発注、性能発注及び事業規模が大

きくなること等により、事業期間全体での縮減が可能（１１社）

・具体的な要求水準等（庁舎の仕上げ・仕様等）を示していない段階では、

事業費の縮減額を聞くことができなかった

◇ 庁舎の維持管理において、現時点で民間委託がされていない業務につ

いてのコストダウンが可能（２社）

事業費

金利負担

◇ 庁舎との合築に相応しい用途としては、民間オフィス棟に限定される

（２社）

・オフィスの需要については厳しく、本社機能等の誘致が必要

◇ 本区域の立地条件、周辺環境から大規模な集客施設は困難で、来庁

者や職員向けの喫茶飲食、コンビニエンスストア、文具・書籍販売などの

物販・飲食施設等に限定され、規模は、2,000～3,000㎡程度（２社）

◇合築形態は、構造強度を庁舎に合わせる必要がある等、建設コストが増

大する他、人の動線処理やセキュリティ等維持管理の問題から、垂直配

置（タワー型）でなく水平配置の分棟（ツイン型）が望ましい（８社）

高度利用を

図るための

民間施設の

合築

◇ 一体的実施により、庁舎建設費の返済資金に土地活用収入を充て、割

賦利息の縮減を図ることは可能である（６社）

◇ 同一事業者が一体的に事業を行うことで、整合性のとれた一体的なまち

づくりができ、エリアの価値を高めることができる（３社）

◇ マスタープランを定めて、それぞれ別の事業者を選定し、段階的に整備

する方法も考えられる（１社）

同一のＰＦＩ事業者

による庁舎整備と

土地活用の一体的

実施

◇ 事業期間を短くして割賦金利負担の縮減を図ることができる（２社）
財
政
負
担
縮
減
の
可
能
性

◇ 事業期間が２０年を超えると設備更新や大規模修繕の必要が生じ、事

業提案時にその経費を見込むことが困難で、将来的に事業者の負担が

増えるリスクがあり、15年～20年が望ましい（２社）

事業期間の

設定

庁

舎

建

設

○ まとめ

◇庁舎整備に加え、土地活用をＰＦＩ手法を活用して一体的に行うことが可能。

◇ＰＦＩ事業者による一体的実施とすることで、財政負担の縮減効果が期待できると共に、整合

性のとれたまちづくりが可能。

◇土地の高度利用を図るための合築の可能性。

・民間オフィスとの合築については、需要が厳しく、本社機能の誘致等が必要。

○ ＰＦＩ手法を活用した事業手法について、民間企業ヒアリング（ディベロッパー、ゼネコン、金融

機関等２０社回答）等を行った。

（５） ＰＦＩ手法の活用可能性
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◇「土地購入が基本」という意見が多い（１９社）が、「定借は、相応の地代であれば対応可

能」とする意見も多い（１４社）。

・北地区全体での定期借地導入は可能（１社）。

・東館を除く土地への定期借地導入は可能（３社）。

◇ホテルは土地費の回収が困難（１社）、住宅・ホテル・オフィス事業は投資を抑えるため、

定借が望ましい（１社） 。

◇当該区域の土地柄から、定期借地権付分譲住宅は、400戸～750戸程度の需要を見

込める（４社）。

◇関西は定期借地権付分譲住宅の中古市場等が未成熟（５社）、定借の活用メリットが生

じるほどの地価の高騰はみられない（１社）。

◇定期借地期間の設定は５０年～７０年（９社）。

○ まとめ

土地については、分譲希望が多いが、条件設定（用途・地代等）によっては、定期借地導入

の可能性はある。

（６） 定期借地方式導入の可能性

○ 売却以外の土地活用手法の可能性について、民間企業ヒアリング（ディベロッパー、ゼネコン、

金融機関等２１社回答）等を行った。
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（７） 新庁舎整備等の財政負担シミュレーション

約 24,000 ㎡

議会 12,500㎡ （現状は6,600㎡）

行政等 11,500㎡

東館全体を庁舎として使用

本館の利用

下図（ａ）（ｂ）（ｃ） 面積 約 20,400㎡ (国有地含まず）土地処分の範囲

行政棟 約108,000 ㎡ 〔西館、別館、民間ビル等を集約〕新庁舎の規模

実施する本館の耐震補強

東館を庁舎使用、行政棟を建設する場合東館を庁舎使用、行政棟を建設する場合①

大阪城

大阪歴史博物館

ＮＨＫ

府立
大手前高校

ﾒｲﾝ
ｱﾌﾟﾛｰﾁ

東館

西 館

公共的な土地利用

（例）
・ホテル
・集合住宅
・オフィス
・店舗等

民間による土地活用

景観形成
ゾーン

点線は売却想定範囲

(ａ)

(ｂ)

(ｃ)

パブリック

エリア

東館全体を庁舎使用
（耐震補強を実施）

庁舎等
リザーブエリア
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◇ 耐震補強工事費は、後述③参照

◇ 新庁舎建設工事費は、床面積当りの建設単価想定（45万円/㎡）に基づき計算

（※ＰＦＩ手法は、一定の縮減を仮定）

◇ 支払利息は、土地売却（定期借地）収入を借入金の元本返済に充当した結果の利息額を計算

◇ 維持管理費は、現状より管理床面積が増加することを考慮した増減額

（※ＰＦＩ手法は一定の縮減を仮定）

◇ 民間ビル賃借料は、新庁舎への移転により不要となる金額 （※Ｈ17年度決算額）

◇ 土地売却収入 ２４７ 億円 （※単価は、民間ヒアリングにおける平均的単価）

・（ａ） ＠1,200千円× 7,800㎡ ＝ ９４ 億円

・（ｂ） ＠1,300千円× 2,100㎡ ＝ ２７ 億円

・（ｃ） ＠1,200千円×10,500㎡ ＝１２６ 億円

≪定期借地収入 １９８ 億円≫ ※単価は民間ヒアリングに基づく。

50年間の一般定期借地で、借地料を契約初年度に一括前受け

・（ａ） ＠ 19.2千円× 7,800㎡×50年 ＝ ７５ 億円

・（ｂ） ＠ 20.8千円× 2,100㎡×50年 ＝ ２２ 億円

・（ｃ） ＠ 19.2千円×10,500㎡×50年 ＝１０１ 億円

◇ 新庁舎建設の設計・工事期間

従来手法 約６年 ＰＦＩ手法 約８年

○ 新たな財政負担 〔単位：億円 30年間累計〕 ※ ≪ ≫は定期借地の場合

〔 前提条件 〕

△ ２２５
（△７．５×30年）

△ ２２５
（△７．５×30年）

民間ビル賃借料

３０４
《 ３９１ 》

４０５
《 ４５４ 》

差 引

２４７
《 １９８ 》

２４７
《 １９８ 》

土地売却収入収入

△ ６
（△ ０．２×30年）

３３
（１．１×30年）

維持管理費等

２４７
《 ２８５ 》

２５９
《 ２５９ 》

支払利息

４５８５０８新庁舎建設工事費

７７７７耐震補強工事費

支出

Ｐ Ｆ Ｉ 手法（３０年割賦払）従来手法

※ 土地売却収入がない場合 ６５３ ７１５
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実施しない本館の耐震補強

下図（ａ）（ｂ）（ｃ）（ｄ） 面積 約 31,600㎡ （国有地含まず）土地処分の範囲

行政棟 約115,500 ㎡ 〔本館、別館、民間ビル等を集約〕

議会棟 約 17,000 ㎡
新庁舎の規模

民間が東館の一部のみを保存・活用 （その他は撤去）本館の利用

東館は一部のみ民間が保存・活用、行政棟・議会棟を建設する場合東館は一部のみ民間が保存・活用、行政棟・議会棟を建設する場合②

大阪城

大阪歴史博物館

ＮＨＫ

府立
大手前高校

ﾒｲﾝ
ｱﾌﾟﾛｰﾁ

東館

西館

公共的な土地利用

（例）
・ホテル
・集合住宅
・オフィス
・店舗等

民間による土地活用

景観形成
ゾーン

点線は売却想定範囲

(ａ)

(ｂ)

(ｃ)

東館の一部の
民間による保存・活用

(ｄ)

パブリック

エリア

庁舎等
リザーブエリア
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○ 新たな財政負担 〔単位：億円 30年間累計〕 ※ ≪ ≫は定期借地の場合

〔 前提条件 〕

支出

△ ２２５
（△７．５×30年）

△ ２２５
（△７．５×30年）

民間ビル賃借料

５９
《 ２０６ 》

２３９
《 ３３７ 》

差 引

４３８
《 ３５１ 》

４３８
《 ３５１ 》

土地売却収入収入

△ ３
（△ ０．１×30年）

３６
（１．２×30年）

維持管理費等

１４０
《 ２００ 》

２１７
《 ２２８ 》

支払利息

５８５６４９新庁舎建設工事費

Ｐ Ｆ Ｉ 手法（３０年割賦払）従来手法

◇ 新庁舎建設工事費は、床面積当りの建設単価想定（行政棟45万円/㎡、議会棟60万円/㎡）

に基づき計算 （※ＰＦＩ手法は一定の縮減を仮定）

◇ 支払利息は、土地売却（定期借地）収入を借入金の元本返済に充当した結果の利息額を計算

◇ 維持管理費は、現状より管理床面積が増加することを考慮した増減額

（※ＰＦＩ手法は一定の縮減を仮定）

◇ 民間ビル賃借料は、新庁舎への移転により不要となる金額 （※Ｈ17年度決算額）

◇ 土地売却収入 ４３８億円 （※単価は、民間ヒアリングにおける平均的単価）

・（ａ） ＠1,500千円× 19,000㎡ ＝２８５ 億円

・（ｄ）

・（ｂ） ＠1,300千円× 2,100㎡ ＝ ２７ 億円

・（ｃ） ＠1,200千円×10,500㎡ ＝１２６ 億円

≪定期借地収入 ３５１億円≫ ※単価は民間ヒアリングに基づく。

50年間の一般定期借地で、借地料を契約初年度に一括前受け

・（ａ） ＠24.0千円×19,000㎡×50年 ＝２２８ 億円

・（ｄ）

・（ｂ） ＠20.8千円× 2,100㎡×50年 ＝ ２２ 億円

・（ｃ） ＠19.2千円×10,500㎡×50年 ＝１０１ 億円

◇ 新庁舎建設の設計・工事期間

従来手法 約６年 ＰＦＩ手法 約８年

※ 土地売却収入がない場合 ７３５ ８１７



○ 新たな財政負担 １５２ 億円 （３０年間累計）

・ 耐震補強事業費 ７７

（内 訳）

東館補強工事費 ７０

西館 〃 ４

設計等 ３

・ 支払利息 ４５

・ 西館増築部撤去した場合の民間ビル賃借料 ３０

（１.０／年 × ３０年）

○ 設計・工事期間 約５年

耐震補強工事のみ耐震補強工事のみ

ー １２ －

③

本館の耐震補強

（億円）


